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ひたちなか市条例第   号  

 

 

ひたちなか市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例  

 

 

ひたちなか市空家等対策の推進に関する条例（平成２８年条例第１０号）の一部

を次のように改正する。  

 

第２条第３号を次のように改める。  

（３）  管理不全空家等  法第１３条第１項に規定する管理不全空家等と市長が

認めるものをいう。  

第４条を削る。  

第３条中「管理しなければならない」を「管理し，及び市が推進する空家等対策

に協力しなければならない」に改め，同条を第４条とし，第２条の次に次の１条を

加える。  

（市の責務）  

第３条  市は，第１条の目的を達成するため，空家等の発生の抑制及び有効な活用

の促進並びに適正な管理がされていない状態の解消に必要な施策を総合的かつ計

画的に実施し，空家等対策を推進するものとする。  

第８条を削る。  

第９条第１項中「管理不全空家」を「管理不全空家等」に改め，同条第３項中「第

１４条第９項又は第１０項」を「第２２条第９項から第１１項まで」に改め，同条

を第８条とする。  

第１０条第１項中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改め，同項第１号中「第

６条第１項」を「第７条第１項」に改め，同項第３号中「第１４条」を「第２２条」

に改め，同条を第９条とし，第１１条を第１０条とする。  

 

 

付  則  

この条例は，空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和

５年法律第５０号）の施行の日から施行する。  
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ひたちなか市空家等対策の推進に関する条例新旧対照表                     Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）・（２） 略 

（３） 管理不全空家 空家等（特定空家等に該当しないものに限る。）の

うち，適正な管理がされていない状態のものと市長が認めるものをい

う。 

（４） 略 

 

 

 

 

 

 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は，周辺の

生活環境に悪影響を及ぼさないよう，空家等を適正に管理しなければならな

い。 

 

（市の責務） 

第４条 市は，第１条の目的を達成するため，空家等の発生の抑制及び有効な

活用の促進並びに適正な管理がされていない状態の解消に必要な施策を総合

的かつ計画的に実施し，空家等対策を推進するものとする。 

 

（管理不全空家に対する指導） 

第８条 市長は，管理不全空家の所有者等に対し，適正な管理のための必要な

措置について指導をすることができる。 

 

（緊急安全措置） 

第９条 市長は，特定空家等及び管理不全空家について，緊急に危険を回避す

る必要があると認めるときは，当該危険を回避するために必要な最低限度の

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）・（２） 略 

（３） 管理不全空家等 法第１３条第１項に規定する管理不全空家等と市

長が認めるものをいう。 

 

（４） 略 

 

（市の責務） 

第３条 市は，第１条の目的を達成するため，空家等の発生の抑制及び有効な

活用の促進並びに適正な管理がされていない状態の解消に必要な施策を総合

的かつ計画的に実施し，空家等対策を推進するものとする。 

 

（空家等の所有者等の責務） 

第４条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は，周辺の

生活環境に悪影響を及ぼさないよう，空家等を適正に管理し，及び市が推進

する空家等対策に協力しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（緊急安全措置） 

第８条 市長は，特定空家等及び管理不全空家等について，緊急に危険を回避

する必要があると認めるときは，当該危険を回避するために必要な最低限度

 

参考資料 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

措置（以下「緊急安全措置」という。）を自ら行い，又はその命じた者若し

くは委任した者に行わせることができる。 

２ 略 

３ 法第１４条第９項又は第１０項の規定により，市長又はその命じた者若し

くは委任した者が必要な措置を現に行うことができる場合における特定空家

等については，第１項の規定は，適用しない。 

 

（協議会の設置等） 

第１０条 次に掲げる事項を協議するため，法第７条第１項の規定により，市

長の附属機関として，ひたちなか市空家等対策推進協議会（以下「協議会」

という。）を置く。 

（１） 法第６条第１項に規定する空家等対策計画の策定及び変更並びに実

施に関すること。 

（２） 略 

（３） 法第１４条の規定による特定空家等に対する措置の方針に関するこ

と。 

（４） 略 

２～５ 略 

 

（委任） 

第１１条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の措置（以下「緊急安全措置」という。）を自ら行い，又はその命じた者若

しくは委任した者に行わせることができる。 

２ 略 

３ 法第２２条第９項から第１１項までの規定により，市長又はその命じた者

若しくは委任した者が必要な措置を現に行うことができる場合における特定

空家等については，第１項の規定は，適用しない。 

 

（協議会の設置等） 

第９条 次に掲げる事項を協議するため，法第８条第１項の規定により，市長

の附属機関として，ひたちなか市空家等対策推進協議会（以下「協議会」と

いう。）を置く。 

（１） 法第７条第１項に規定する空家等対策計画の策定及び変更並びに実

施に関すること。 

（２） 略 

（３） 法第２２条の規定による特定空家等に対する措置の方針に関するこ

と。 

（４） 略 

２～５ 略 

 

（委任） 

第１０条 略 

 

 

-4-


